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「継続契約用申込書」について
森林保険業務システム

ない

ある

ない

ある保険料の
変更は？

システム入力

修正の
有無？

[申込書（継続契約用）]
を出力

押印、提出

[申込書（継続契約用）]
を提出

※内訳は不要です。

[申込書(継続契約用)]
を訂正し、訂正印

[申込書]を出力
[申込書]を提出
※押印は不要です。

※内訳を添付してください。

ご契約者様

[申込書]に押印

[申込書]を提出
※内訳を添付してください。

住所変更、
名義変更等のみ

生立本数、樹種、面積、
付保率等の変更がある場合

ご活用ください！

『森林保険の普及・加入促進の手引き』

“加入促進って、何をすればいいの？”
“どのように取り組めばいいか知りたい”

そんな疑問を解消する「森林保険の普及・加入促進の手引き」
を作成しました。
普及・加入促進の具体的な手順や留意事項、加入促進に役立

つ森林・林業関係の周辺知識を掲載し、森林経営管理制度の資
料も参考添付していますので、ぜひご活用ください。
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参考：令和元年度全国担当者会議資料
「平成30年12月14日付け30森林保業第
296号森林保険制度改定における契約引
受の手続きについて」に関するＱ&Ａ
（令和元年5月16日）

 令和２年の改正航空法により、無人航空機は無人
航空機登録原簿に登録を受けることが義務付けら
れました。

 登録せずに飛行させた場合は、1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金が科されます。

 12月20日から事前登録受付が始まっていますが、
事前登録期間中に登録手続きを行った場合は、リ
モートID機器の搭載が免除されます。

 事前登録した場合、

となります。

 登録手数料は、申請方法や本人確認方法により金額
が異なります。紙媒体による申請よりもオンライン申
請のほうが安くなります。

詳しくは、国土交通省無人航空機登録ポータルサイトを
ご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/

無人航空機の登録をお忘れなく！

2022年6月20日以降は、登録されていない
100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機など)を

飛行させることはできません！
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国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林保険センター

森林保険業務システムの[資料ダウンロード]
からも入手できます。

有効期限開始日：2022年6月20日
有効期限満了日：2025年6月19日

「継続契約用申込書」については、平成31年度から
取扱いを簡素化しておりますので、改めてお知らせ
します。

※内容に全く変更がない
「継続契約用申込書」については、
保険センターへの提出の際に
内訳を省略することができます。

よろしくお願いします！
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ご契約者様


